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条件① EPA税率
輸出入される産品に関し、EPA税率が設定されていること

輸出国

条件② 原産地基準
生産された貨物が、｢原産品｣で
あると認められること(＝原産
地基準を満たしていること)

※運送の途上で｢原産品｣という資格を失って
いないこと(＝原則として直送されること
が必要な積送基準を満たしていること)

条件③ 手続的要件
税関に対して、原産地証明書又は原
産品申告書等及び(必要に応じ)運送
要件証明書を提出するなど、必要な
手続きを行うこと

輸入国

EPA税率の適用条件

Ⅰ．EPA税率適用のための条件（各協定共通）
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類（2桁）・・・（例）第20類

項（4桁）・・・（例）第20.01項

号（6桁）・・・（例）第2001.10号

◼ 手順１ 関税分類番号の確認
- 輸入しようとする産品の関税分類番号

「HS番号及び統計細分」を確認

HS条約（商品の名称及び分類について
の統一システムに関する国際条約）の
品目表の番号
６桁まであり、同条約締結国間で共通。

６桁以降は各国別の統計細分であり、
日本の場合は３桁で設定。
HS６桁に細分３桁を加えた９桁を
統計番号という。

統計番号（9桁）・・・（例）2001.10-200

条件① EPA税率が設定されていること
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◼ 手順２ EPA税率の確認

設定されていない品目が
あることに注意！！

物品を日本に輸入する場合のEPA税率は、NCBoard・税関ウェブサイトの
「実行関税率表」で調べることができます。
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条件① EPA税率が設定されていること



①.完全生産品

②.原産材料のみから生産される産品

③.実質的変更基準を満たす産品

その｢生産｣に１ヵ国のみが関与する（＝｢生産｣
が１ヵ国で完結している）産品

使用された非原産材料に加工等を加え、
｢実質的変更｣（＝大きな変化）をもたらしたこと
により原産品となるもの

生産に使用された材料はすべて原産材料である
ため、外見上は１ヵ国で生産･製造が完結してい
るように見えるが、実際には他の国の材料
(非原産材料)を使用しているもの

木箱

日本

第44類

木材一次材料

A国

二次材料
木材

ネジ

鉄鉱石タイプ3：完全生産品のみから生産される物品

タイプ2：くず、廃棄物やそれらから回収される物品

タイプ1：農水産品、鉱業品の一次産品

木箱

日本

第44類

一次材料

A国

二次材料
木材

ネジ

鉄鉱石

木箱

日本

第44類

一次材料

A国

木材

ネジ

他の国

大きな変化

他の国
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大きな変化

条件② 貨物が｢原産品｣であると認められること

「原産品」の要件



② 付加価値基準

③ 加工工程基準

① 関税分類変更基準

類（2桁）の変更...第20.01項のキュウリの酢漬け ：第20類以外の非原産材料からの製造は認められる

項（4桁）の変更...第21.04項のスープ ：第21.04項以外の非原産材料からの製造は認められる

号（6桁）の変更...第2103.90号のマヨネーズ ：第2103.90号以外の非原産材料からの製造は認められる

生産国で付加された価値が、一定の割合以上であれば、実質的変更があったとする基準

非原産材料に特定の加工工程が施されれば、実質的変更があったとする基準

⇒これらの基準は、各EPAの「品目別規則」に規定されている。

～日EU・EPAにおける例～

材料（一次材料）に非原産材料を使用する場合の実質的変更基準には以下の３類型がある。

非原産材料価額 原産材料価額 労務費 製造経費 利益 その他

全ての非原産材料と産品の関税分類番号に特定の変化があれば、実質的変更があったとする基準

生産国で付加された価値

実質的変更基準
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条件② 貨物が｢原産品｣であると認められること



相手国の原産品を自国の原産材料とみなすという考え方

日タイＥＰＡ品目別規則 第２０類（野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品）

2009.11
－

2009.49
第2009.11号から第2009.49号までの各号の産品への他の類の材料からの変更
（第8類の材料からの変更を除く。）

非原産材料のみかん（第8類）が品目別規則
を満たしていないことから、産品はタイの
原産品とは認められない。

みかんが日本の原産品の場合、累積の
考え方を適用して、産品は日タイＥＰＡ上
のタイの原産品と認めることが可能。

※原産地証明書に「ＡＣＵ」の記載が必要

しかし・・・

タイ原産品の資格を獲得し易いという
大きなメリットがある。

累積

タイ

みかんジュース
（果汁100％）

第2009.12号

日本

第８類

みかん

日タイＥＰＡ 第２９条 累積

産品が一方の締約国の原産品であるか否かを決定するに当たり、当該一方の締約国において当
該産品を生産するための材料として使用される他方の締約国の原産品は、当該一方の締約国の
原産材料とみなすことができる。
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条件② 貨物が｢原産品｣であると認められること



非原産材料のたまねぎ（第7類）が
品目別規則を満たしていないことから、
産品はタイの原産品と認められない。

たまねぎの価額はトマトケチャップの価額の
５％ ←  日タイＥＰＡの場合、７％以下
なら僅少の非原産材料の規定が適用可能

産品は日タイＥＰＡ上のタイの原産品と
認めることが可能となる。

Ａ国

第７類

たまねぎCIF ¥5

Ｂ国

第25類
塩 CIF ¥2

僅少の非原産材料
基準を満たさない非原産材料があったとしても、それがごく僅かなものなら無視
しようという考え方

日タイＥＰＡ品目別規則 第２１類 （各種の調製食料品）

2103.20 第2103.20号の産品への他の類の材料からの変更（第７類又は第２０類の材料からの変更を除く。）

第2103.20号

生鮮のトマト
(タイ原産品)

第７類

FOB ¥100

タイ

※原産地証明書に「ＤＭＩ」の記載が必要 8

日タイＥＰＡ 第３０条 僅少の非原産材料

附属書２に定める品目別規則の適用上、品目別規則において特定の産品について、その価額、重量又は容積によ
る特定の割合が定められ、かつ、当該産品の生産に使用される非原産材料が全体として当該割合を超えない場合
には、当該非原産材料が当該産品について適用される規則を満たしているか否かは考慮しない。

トマトケチャップ

条件② 貨物が｢原産品｣であると認められること



一方の締約国の原産品が輸入国に到着するまでに、原産品と
しての資格を失っていないかどうかを判断する基準。以下の場
合には、引き続き原産品と認められる。

以下の①②いずれかの条件を満たす場合、産品は引き続き原産品と認められる。

② 第三国を経由する場合は、税関の管理下におかれ、

新たな作業（積卸し、蔵置等を除く）が行われていないこと

① 直送されること

日本相手国

（第三国）
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積送基準（変更の禁止）



輸入される産品が原産地基準を満たす原産品であることを税関に証明する方法
（原産地証明手続）には以下の３種類が存在する。

① 自己申告制度

➢ 原産品であることを証明する書類 ： 原産品申告書等
・・・輸入者等が自ら作成する「輸入貨物が原産品である」旨の申告書

➢ 日オーストラリアEPA（②と併用）、TPP11、日EU、日英・EPA及び日米で採用。

② 第三者証明制度

➢ 原産品であることを証明する書類 ： 原産地証明書
・・・輸出国の商工会議所等の公的機関が発行する原産地証明書

➢ TPP11、日EU、日英・EPA及び日米を除く、締結済のすべてのEPAで採用。

③ 認定輸出者による自己証明制度

➢ 原産品であることを証明する書類 ： 原産地申告
・・・輸出国の政府が認定した者のみ自己証明が可能

➢日メキシコ、日スイス、日ペルーEPAで採用（いずれも②と併用）。

原産地証明手続の種類
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条件③ 手続的要件



（１） 帽子 （日アセアンＥＰＡ）
（２） タイヤ （日インドネシアＥＰＡ） ※輸出
（３） コークス （日ベトナムＥＰＡ）

（ＴＰＰ１１）
（日アセアンＥＰＡ）

（４） シーフードスープ （日アセアンＥＰＡ）
（５） フルーツミックス （日フィリピンＥＰＡ）

（日アセアンＥＰＡ）
（６） 合成繊維製織物（日インドネシアＥＰＡ）
（７） 女性用革靴（日ベトナムＥＰＡ）
（８） プルオーバー（日アセアンＥＰＡ）
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Ⅱケーススタディ



（１）帽子（日アセアンＥＰＡ）
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ベトナムで帽子（HS65.05）を生産するが、日アセアンＥＰＡ上
のベトナム原産品と認められるか？

材料

●中国産
表生地（第55.14項）
芯地（第55.12項）

●日本産
アジャスター（第39.26項）

●ベトナム原産品
つば芯（第39.26項）
縫糸（第55類）

ベトナム

帽子
第65.05項

（１） 帽子（日アセアンＥＰＡ）
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非原産材料

非原産材料を使用

×完全生産品

×原産材料のみから生産される産品

実質的変更基準を満たす産品である
かどうか検討

品目別規則を確認

原産地基準を満たし
ているか？

表生地（第55.14項）

芯地（第55.12項）

ベトナム

帽子
第65.05項

中国

サイズ調整アジャスター

（第39.26項）

日本

つば芯
（第39.26項）

原産材料

縫糸
（第55類）
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（１） 帽子（日アセアンＥＰＡ）



日アセアンＥＰＡ 第24条 原産品

この協定の適用上、次のいずれかの産品であって、この章に規定する他のすべての関連する

要件を満たすものは、締約国の原産品とする。

(a)当該締約国において完全に得られ、又は生産される産品であって、次条に定めるもの

(b)非原産材料を使用する場合には、第26条に定める要件を満たすもの

(c)一又は二以上の締約国の原産材料のみから当該締約国において完全に生産される産品

第26条

１ 第24条(b)の規定の適用上、次に掲げる産品は、締約国の原産品とする。

(a)次条に定める計算式を用いて算定する当該産品の域内原産割合（以下「RVC」という。）が40％以上の産品であって、

生産の最終工程が当該締約国で行われたもの

(b)当該産品の生産に使用されたすべての非原産材料について、当該締約国において統一システムの関税分類の変更

（以下「CTC」という。）であって４桁番号の水準におけるもの（すなわち、項の変更）が行われた産品

産品が当該締約国の原産品であるか否かを決定するに当たり、各締約国は、当該産品の輸出者がこの(a)又は(b)の規定の
いずれかを用いるかについて決定することを認める。

２ １の規定に関わらず、品目別規則の対象となる産品は、附属書２に定める適用可能な品目別規則を満たす場合には、

原産品とする。

品目別規則

基準を満たしているか検討
するのは非原産材料のみ

一般ルール

表生地（第55.14項）

芯地（第55.12項）

ベトナム

帽子
第65.05項

中国

サイズ調整アジャスター （第39.26項）

日本
つば芯

（第39.26項）
縫糸
（第55類）

品目別規則を
確認すると・・・
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（１） 帽子（日アセアンＥＰＡ）



※品目別規則の調べ方について
日
ア
セ
ア
ン
Ｅ
Ｐ
Ａ

附
属
書
二

品
目
別
規
則

（
抜
粋
）

適用すべき実質的変更
基準の種類が記載され
ている。

※協定によっては略号で記載されて
いる場合がある。略号の意味につい
ては品目別規則の巻頭に記載の一
般的注釈で確認できます。

輸入貨物のHS

番号の箇所を
確認
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（１） 帽子（日アセアンＥＰＡ）

項（HS4桁）の変更

注
釈



表生地（第55.14項）

芯地（第55.12項）

日アセアンEＰＡ品目別規則：65.05
CTH：Change of Tariff Heading （産品への他の項の材料からの変更）

ベトナム

帽子
第65.05項

中国

サイズ調整アジャスター

（第39.26項）

日本

縫糸
（第55類）

つば芯
（第39.26項）
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（１） 帽子（日アセアンＥＰＡ）

検討不要

検討不要



（２）タイヤ（日インドネシアＥＰＡ）
※輸出



材料

●米国産合成ゴム
（第40.02項）

●中国産タイヤコード
（第59.02項）

●中国産配合剤
（第38.12項）

●中国産カーボンブラック
（第28.03項）

●韓国産硫黄
（第28.02項）

日本でタイヤ（HS40.11）を生産するが、日インドネシアEPA上
の日本原産品と認められるか？

第40.11項

日本

タイヤ
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（２） タイヤ （日インドネシアＥＰＡ）



日本

タイヤ

第40.11項

日インドネシアEPA品目別規則 第4001.30号－第4011.99号 ：
① 第4001.30号から第4011.99号までの各号の産品への当該各号が属する項以

外の項の材料からの変更、
② 原産資格割合が40パーセント以上であること（第4001.30号から第4011.99号

までの各号の産品への関税分類の変更を必要としない。）又は、
③ 使用される非原産材料について、締約国において化学反応、精製、異性体分

離若しくは生物工学的工程を経ること（第4001.30号から第4011.99号までの各
号の産品への関税分類の変更を必要としない。） 。

どれか１つを満たせばよい。
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タイヤコード（第59.02項）

硫黄（第28.02項）

中国

合成ゴム（第40.02項）

米国

韓国

配合剤（第38.12項）

カーボンブラック（第28.03項）

（２） タイヤ （日インドネシアＥＰＡ）



日インドネシアEPA品目別規則 第4001.30号－第4011.99号 ：
① 第4001.30号から第4011.99号までの各号の産品への当該各号が属する項以

外の項の材料からの変更、
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日インドネシアEPA上の
日本原産品と認められる。

今回の事例では関税分類変更基準のみ検討することとします。

日本

タイヤ

第40.11項

タイヤコード（第59.02項）

硫黄（第28.02項）

中国

合成ゴム（第40.02項）

米国

韓国

配合剤（第38.12項）

カーボンブラック（第28.03項）

（２） タイヤ （日インドネシアＥＰＡ）



（３）コークス（日アセアンＥＰＡ）
（ＴＰＰ１１）
（日ベトナムＥＰＡ）



材料

下記の材料を使用し、ベトナムで生産するコークス（HS27.04）は、
日アセアンＥＰＡ及び日ベトナムＥＰＡ上のベトナム原産品と認め
られるか？

中国産石炭（第27.01項）

ベトナム

コークス
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第27.04項

（３） コークス（日アセアンＥＰＡ、日ベトナムＥＰＡ）



ベトナム

日アセアンＥＰＡ第26条１
第24条(b) の規定の適用上、次に掲げる産品は、締約国の原産品とする。

(a) 次条に定める計算式を用いて算定する当該産品の域内原産割合が40％以上の産品であって、生産の最終工
程が当該締約国において行われたもの

(b) 当該産品の生産に使用されたすべての非原産材料について、当該締約国において統一システムの関税分類
の変更であって４桁番号の水準におけるもの（すなわち、項の変更）が行われた産品

同条２
１の規定にかかわらず、品目別規則の対象となる産品は、附属書２に定める適用可能な品目別規則を満たす場合に
は、原産品とする。

(a) 又は(b)を満たせばよい。
（今回の事例では(a)は検討し
ないこととする。）

日アセアンＥＰＡ品目別規則
に第27.04項の規定はない。
→一般ルール（同条１）

石炭
（第27.01項）

中国
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‐１．日アセアンＥＰＡの場合

コークス

第27.04項

（３） コークス（日アセアンＥＰＡ）



日アセアンＥＰＡ第26条１
第24条(b) の規定の適用上、次に掲げる産品は、締約国の原産品とする。

(a) 次条に定める計算式を用いて算定する当該産品の域内原産割合が40％以上の産品であって、生産の最終工
程が当該締約国において行われたもの

(b) 当該産品の生産に使用されたすべての非原産材料について、当該締約国において統一システムの関税分類
の変更であって４桁番号の水準におけるもの（すなわち、項の変更）が行われた産品

同条２
１の規定にかかわらず、品目別規則の対象となる産品は、附属書２に定める適用可能な品目別規則を満たす場合に
は、原産品とする。

ベトナム

(a) 又は(b)を満たせばよい。
（今回の事例では(a)は検討し
ないこととする。）

日アセアンＥＰＡ品目別規則
に第27.04項の規定はない。
→一般ルール（同条１）

石炭
（第27.01項）

中国

25

‐１．日アセアンＥＰＡの場合

コークス

第27.04項

（３） コークス（日アセアンＥＰＡ）



一般特恵
日アセアンＥＰＡ
日スイスＥＰＡ

日ベトナムＥＰＡ
日インドＥＰＡ その他のＥＰＡ

一般
ルール

他の項の
材料から
の変更

他の項の
材料からの
変更

又は

付加価値
40％以上

他の号の
材料からの
変更

及び

付加価値
35％以上

全ての産品に
ついて品目別
規則が規定さ
れているため
一般ルールは
存在しない

品目別規則に規定のない産品は、一般ルール
を適用する。

（確認）一般ルールについて

26

（３） コークス（日アセアンＥＰＡ）



ベトナム

石炭
（第27.01項）

中国

コークス

27

第27.04項

‐２．ＴＰＰ１１の場合

ＴＰＰ１１品目別原産地規則 第27.04項 ： 第27.01項から第
27.09項までの各項の産品への他の項の材料からの変更

（３） コークス（ＴＰＰ１１）



ベトナム

石炭
（第27.01項）

中国

コークス

28

第27.04項

‐３．日ベトナムＥＰＡの場合

日ベトナムＥＰＡ品目別規則 第27.04項 ：
ＣＣ

類の変更

（３） コークス（日ベトナムＥＰＡ）



日ベトナムＥＰＡ品目別規則 第27.04項 ：
ＣＣ

ベトナム

石炭
（第27.01項）

中国

コークス

類の変更
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第27.04項

‐３．日ベトナムＥＰＡの場合

（３） コークス（日ベトナムＥＰＡ）



（４）シーフードスープ
（日アセアンＥＰＡ）



材料

●中国原産品 冷凍えび（第03.06項）
●中国原産品 冷凍いか（第03.07項）
●中国原産品 にんにく（第07.03項）
●中国原産品 にんじん（第07.06項）
●中国原産品 パプリカ（第07.09項）
●ベトナム原産品 トマト （第07.02項）
●ベトナム原産品 たまねぎ（第07.03項）
●ベトナム原産品 こしょう（第09.04項）
●ベトナム原産品 食塩（第25.01項）
●タイ原産品 チキンエキスパウダー

（第21.04項）

ベトナムでシーフードスープ（第2104.10号）を生産するが、
日アセアンＥＰＡ上のベトナム原産品と認められるか？

第2104.10号

ベトナム

シーフードスープ

31

（４） シーフードスープ（日アセアンＥＰＡ）



日アセアンＥＰＡ品目別規則：第2104.10号 CC

にんじん（第07.06項）

トマト（第07.02項）
たまねぎ（第07.03項）
こしょう（第09.04項）
食塩（第25.01項）

ベトナム

第2104.10号

チキンエキスパウダー
（第21.04項）

にんにく（第07.03項）

パプリカ（第07.09項）

冷凍えび（第03.06項）

冷凍いか（第03.07項）

シーフードスープ

中国

タイ

類の変更
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（４） シーフードスープ（日アセアンＥＰＡ）



相手国の原産品を自国の原産材料とみなすという考え方

日タイＥＰＡ品目別規則 第２０類（野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品）

2009.11
－

2009.49
第2009.11号から第2009.49号までの各号の産品への他の類の材料からの変更
（第8類の材料からの変更を除く。）

非原産材料のみかん（第8類）が品目別規則
を満たしていないことから、産品はタイの
原産品とは認められない。

みかんが日本の原産品の場合、累積の
考え方を適用して、産品は日タイＥＰＡ上
のタイの原産品と認めることが可能。

※原産地証明書に「ＡＣＵ」の記載が必要

しかし・・・

タイ原産品の資格を獲得し易いという
大きなメリットがある。

累積

タイ

みかんジュース
（果汁100％）

第2009.12号

日本

第８類

みかん

日タイＥＰＡ 第２９条 累積

産品が一方の締約国の原産品であるか否かを決定するに当たり、当該一方の締約国において当
該産品を生産するための材料として使用される他方の締約国の原産品は、当該一方の締約国の
原産材料とみなすことができる。

33

条件② 貨物が｢原産品｣であると認められること
再掲



日アセアンＥＰＡ品目別規則：第2104.10号 CC

トマト（第07.02項）
たまねぎ（第07.03項）
こしょう（第09.04項）
食塩（第25.01項）

中国
ベトナム

第2104.10号

シーフードスープ

チキンエキスパウダー
（第21.04項）

タイ

※累積：日アセアンEPA第29条

累積
適用

にんじん（第07.06項）

にんにく（第07.03項）

パプリカ（第07.09項）

冷凍えび（第03.06項）

冷凍いか（第03.07項）

類の変更
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（４） シーフードスープ（日アセアンＥＰＡ）



（５）フルーツミックス（日フィリピンＥＰＡ）
（日アセアンＥＰＡ）



材料

●フィリピン原産品パイナップル
（第08.04項）

●フィリピン原産品パパイヤ
（第08.07項）

●フィリピン原産品ナタデココ
（第21.06項）

●フィリピン原産品水
（第22.01項）

●イタリア産さくらんぼ
（第08.09項）

●タイ産砂糖
（第17.01項）

●中国産くえん酸
（第29.18項）

フィリピンでフルーツミックス（HS2008.97）を生産するが、日フィリピン
ＥＰＡ・日アセアンＥＰＡ上のフィリピン原産品と認められるか？

第2008.97号

フィリピン

フルーツミックス

（５） フルーツミックス（日フィリピンＥＰＡ・日アセアンＥＰＡ）
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日フィリピンＥＰＡ品目別規則 第2008.91号－第2008.92号 ：
第2008.91号又は第2008.92号の産品への他の類の材料からの変更
（第8類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれ
が東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において収穫され、採取さ
れ、採集され、又は完全に生産される場合に限る。）

砂糖（第17.01項）

第2008.97号

パパイヤ
（第08.07項）

フルーツミックス

パイナップル
（第08.04項）

ナタデココ
（第21.06項）

水（第22.01項）

さくらんぼ（第08.09項）

くえん酸（第29.18項）

注：第2008.97号については品目別規則
に載っていないが、これは当該HSが
HS2012改正で新設されたため。
HS2002が用いられる日フィリピンEPA
では第2008.92号に読み替えて考える。

フィリピンイタリア

タイ

中国
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（５） フルーツミックス（日フィリピンＥＰＡ）



非原産材料のたまねぎ（第7類）が
品目別規則を満たしていないことから、
産品はタイの原産品と認められない。

たまねぎの価額はトマトケチャップの価額の
５％ ←  日タイＥＰＡの場合、７％以下
なら僅少の非原産材料の規定が適用可能

産品は日タイＥＰＡ上のタイの原産品と
認めることが可能となる。

Ａ国

第７類

たまねぎCIF ¥5

Ｂ国

第25類
塩 CIF ¥2

僅少の非原産材料
基準を満たさない非原産材料があったとしても、それがごく僅かなものなら無視
しようという考え方

日タイＥＰＡ品目別規則 第２１類 （各種の調製食料品）

2103.20 第2103.20号の産品への他の類の材料からの変更（第７類又は第２０類の材料からの変更を除く。）

第2103.20号

生鮮のトマト
(タイ原産品)

第７類

FOB ¥100

タイ

※原産地証明書に「ＤＭＩ」の記載が必要 38

日タイＥＰＡ 第３０条 僅少の非原産材料

附属書２に定める品目別規則の適用上、品目別規則において特定の産品について、その価額、重量又は容積によ
る特定の割合が定められ、かつ、当該産品の生産に使用される非原産材料が全体として当該割合を超えない場合
には、当該非原産材料が当該産品について適用される規則を満たしているか否かは考慮しない。

トマトケチャップ

条件② 貨物が｢原産品｣であると認められること
再掲



主な僅少の非原産材料の適用対象品目の比較表（抜粋）

※日フィリピンＥＰＡ第31条
附属書２第１節一般的注釈（f）

参考

×印・・僅少の設定が無い。
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（５） フルーツミックス（日フィリピンＥＰＡ）



日フィリピンＥＰＡ品目別規則 第2008.91号－第2008.92号 ：
第2008.91号又は第2008.92号の産品への他の類の材料からの変更
（第8類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれ
が東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において収穫され、採取さ
れ、採集され、又は完全に生産される場合に限る。）

第2008.97号

パパイヤ
（第08.07項）

フルーツミックス

パイナップル
（第08.04項）

ナタデココ
（第21.06項）

水（第22.01項）

砂糖（第17.01項）

さくらんぼ（第08.09項）

くえん酸（第29.18項）

タイ

中国

イタリア フィリピン
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（５） フルーツミックス（日フィリピンＥＰＡ）



日アセアンＥＰＡ品目別規則 第2008.92号：CC（第8類からの変更を除く。）

第2008.97号

パパイヤ
（第08.07項）

フルーツミックス

パイナップル
（第08.04項）

ナタデココ
（第21.06項）

水（第22.01項）

注：第2008.97号については品目別規則
に載っていないが、これは当該HSが
HS2012改正で新設されたため。
HS2002が用いられる日アセアンEPAで
は第2008.92号に読み替えて考える。

類の変更

砂糖（第17.01項）

さくらんぼ（第08.09項）

くえん酸（第29.18項）

イタリア

タイ

中国

フィリピン
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（５） フルーツミックス（日アセアンＥＰＡ）



主な僅少の非原産材料の適用対象品目の比較表（抜粋）

※日アセアンＥＰＡ第28条

参考
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（５） フルーツミックス（日アセアンＥＰＡ）



日アセアンＥＰＡ品目別規則 第2008.92号：CC（第8類からの変更を除く。）

砂糖（第17.01項）
第2008.97号

パパイヤ
（第08.07項）

フルーツミックス

パイナップル
（第08.04項）

ナタデココ
（第21.06項）

水（第22.01項）

さくらんぼ（第08.09項）

くえん酸（第29.18項）

類の変更

僅少
適用

FOB
$200

CIF$2

$2
$200

= 1% ≦ 10%

イタリア

タイ

中国

フィリピン
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（５） フルーツミックス（日アセアンＥＰＡ）



（６）合成繊維製織物（日インドネシアＥＰＡ）
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中国、タイ及びイ
ンドで紡績した糸
を使用している。

※この事例に限り
1Roll =1m と仮定

45

下記の材料を使用し、インドネシアで生産するポリエステル製織物
（HS5407.10）は、日インドネシアＥＰＡ上のインドネシア原産品と認め
られるか？

（６） 合成繊維製織物（日インドネシアＥＰＡ）



【ポイント１】
日インドネシアＥＰＡの特恵税率を適用する上で非原産材料を使用する場合には、
同協定の原産品の規定（第29条）に定める要件をみたすことが必要

第29条 原産品
１(c) 非原産材料を
使用して当該締約国
において完全に生産
される産品であって、
附属書２に定める品
目別規則及びこの章
の他のすべての関
連する要件を満たす
もの

３ １(c)の規定の適
用上、使用される材
料について関税分類
の変更が行われ、又
は特定の製造若しく
は加工作業が行わ
れることを求める附
属書２に定める品目
別規則は、非原産材
料についてのみ適用
する。
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（６） 合成繊維製織物（日インドネシアＥＰＡ）



◆
(

繊
維
か
ら
糸
に
）紡
績

◆

糸
を
浸
染

◆

糸
を
な
せ
ん

締
約
国
又
は
ア
セ
ア
ン
第
３
国
で

◆

製
織 イ

ン
ド
ネ
シ
ア
で

締
約
国
又
は
ア
セ
ア
ン
第
３
国
で

◆

製
織

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で

◆

産
品
を
浸
染

◆

産
品
を
な
せ
ん
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品
目
別
規
則

（６） 合成繊維製織物（日インドネシアＥＰＡ）



東南アジア諸国連合

•カンボジア

•ラオス

•ミャンマー

•ベトナム

•ブルネイ

•インドネシア

•フィリピン

•タイ

•シンガポール

•マレーシア

【ポイント２】
中国及びインドで紡績された糸（HS54.02）を使用すると、品目別規則を満たさない
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（６） 合成繊維製織物（日インドネシアＥＰＡ）



【ポイント３】
品目別規則を満たさない非原産材料については、救済的な規定

（例えば、累積や僅少の非原産材料）の適用を考える

※この事例に限り
1Roll =1m と仮定
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？

？

（６） 合成繊維製織物（日インドネシアＥＰＡ）



1200ｇ×7％＝84ｇ

【ポイント３】
品目別規則を満たさない非原産材料については、救済的な規定

（例えば、累積や僅少の非原産材料）の適用を考える

30ｇ+20ｇ＝50ｇ

※この事例に限り
1Roll =1m と仮定

50

日インドネシアＥＰＡ上のインドネシア
原産品と認められる。

（６） 合成繊維製織物（日インドネシアＥＰＡ）



（７）女性用革靴（日ベトナムＥＰＡ）
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材料

ベトナムで女性用革靴（HS64.03）を生産するが、日ベトナム
ＥＰＡ上のベトナム原産品と認められるかどうか？

●中国産プラスチック
（第39.21項）

●中国産革地
（第41.07項）

●ベトナム所在の会社か
ら購入した靴底

（第64.06項）

女性用革靴

第64.03項

ベトナム

52

（７） 女性用革靴（日ベトナムＥＰＡ）



ベトナム

ベトナムＡ社

女性用革靴
第64.03項

靴底
第64.06項

ベトナムＢ社
から購入

プラスチックシート
（第39.21項）

革 （第41.07項）

中国

ベトナムＢ社

非原産材料

原産材料???

日ベトナムＥＰＡ品目別規則 第64類 ： ＣＣ（類の変更）
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$100

$8

（７） 女性用革靴（日ベトナムＥＰＡ）



ベトナム

靴底
第64.06項

ベトナムＢ社

靴底シート
（第64.06項）

韓国

ベトナムＡ社

女性用革靴
第64.03項

プラスチックシート
（第39.21項）

革 （第41.07項）

中国

非原産材料

日ベトナムＥＰＡ品目別規則
第64類 ：ＣＣ（類の変更）

ベトナムの

原産品でない
=非原産材料

日ベトナムＥＰＡ品目別規則 第64類 ： ＣＣ（類の変更）
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$100

$8

（７） 女性用革靴（日ベトナムＥＰＡ）



ベトナム

靴底
第64.06項

ベトナムＢ社

ベトナムＡ社

女性用革靴
第64.03項

プラスチックシート
（第39.21項）

革 （第41.07項）

中国

非原産材料

日ベトナムＥＰＡ品目別規則 第64類 ： ＣＣ（類の変更）

非原産材料
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$100

$8

（７） 女性用革靴（日ベトナムＥＰＡ）



ベトナム

靴底
第64.06項

ベトナムＢ社

ベトナムＡ社

女性用革靴
第64.03項

プラスチックシート
（第39.21項）

革 （第41.07項）

中国

非原産材料

$100

$8
【日ベトナムＥＰＡ第28条

僅少の非原産材料】
第64類：産品のＦＯＢの10％以下

非原産材料

日ベトナムＥＰＡ品目別規則 第64類 ： ＣＣ（類の変更）

僅少
適用

僅少の非原産材料の規定を適用すれば、日ベトナムＥＰＡ上の
ベトナム原産品と認められる。

8
100

= 8% ≦ 10％
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（７） 女性用革靴（日ベトナムＥＰＡ）



（８）プルオーバー（日アセアンＥＰＡ）
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プルオーバー

カンボジアでプルオーバー（HS6110.30）を生産するが、
日アセアンEPA上のカンボジア原産品と認められるか？

材料

●ベトナムで完全にメリヤス編みされた
生地（第60.06項）

●インドで生産された生地（第60.01項）

●中国で生産された生地（第54.07項）

●中国で生産された縫糸（第54.01項）
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第6110.30号

カンボジア

（８） プルオーバー（日アセアンＥＰＡ）



日アセアンEPA 品目別規則：第61.10項
CC（第50.07項、第51.11項から第51.13項までの各項、第
52.08項から第52.12項までの各項、第53.09項から第
53.11項までの各項、第54.07項、第54.08項、第55.12項か
ら第55.16項までの各項又は第60類の非原産材料を使用
する場合には、当該非原産材料のそれぞれが１又は２以
上の締約国において完全にメリヤス編みされ、又はクロ
セ編みされる場合に限る。）

原則：類の変更があればよい。 ただし、
非原産材料が、50～55、60類の生地である場合に限り、
当該生地自体が日アセアン協定締約国で編み立てされ
ていなければならない

非原産材料について

類の
変更

生地
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（８） プルオーバー（日アセアンＥＰＡ）



プルオーバー
織物（第54.07項）

縫糸（第54.01項）

日アセアンＥＰＡ品目別規則 第61.10項 ：
CC（第50.07項、第51.11項から第51.13項までの各項、第52.08項から第52.12項までの各項、第
53.09項から第53.11項までの各項、第54.07項、第54.08項、第55.12項から第55.16項までの各項又
は第60類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが１又は２以上の締約
国において完全にメリヤス編みされ、又はクロセ編みされる場合に限る。）

中国

ニット（第60.06項）

ベトナム

ニット（第60.01項）

インド

第6110.30号

カンボジア
生地
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（８） プルオーバー（日アセアンＥＰＡ）



主な僅少の非原産材料の適用対象品目の比較表 *適用できる品目、閾値
はEPAごとに異なる。
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（８） プルオーバー（日アセアンＥＰＡ）



プルオーバー

第6110.30号織物（第54.07項）

縫糸（第54.01項）

日アセアンＥＰＡ品目別規則 第61.10項 ：
CC（第50.07項、第51.11項から第51.13項までの各項、第52.08項から第52.12項までの各項、第
53.09項から第53.11項までの各項、第54.07項、第54.08項、第55.12項から第55.16項までの各項又
は第60類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが１又は２以上の締約
国において完全にメリヤス編みされ、又はクロセ編みされる場合に限る。）

中国

ニット（第60.06項）

ベトナム

ニット（第60.01項）

インド

250g

20g

20g 合計重量が製品重量の10％以下の場合、
僅少の非原産材料の規定により、救済可能

40g
250g

＞10%＝16％

カンボジア
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（８） プルオーバー（日アセアンＥＰＡ）



当該産品について適用される規則は、これらの産品の関税
分類を決定する構成部分についてのみ適用されるも

のとし、当該構成部分は、これらの産品に係る規則に定める関税分類
の変更の要件を満たさなければならない。

「関税分類を決定する構成部分」の規定

非原産材料を使用していても、当該材料が、関
税分類を決定する構成部分に該当しなければ、
当該材料については品目別規則を考慮する必
要はない。

※一般特恵、日スイス協定、日オーストラリア協定、日モンゴル協定、日インド協定にはない。

第６１類から第６３類
の品目別規則に規定

「50～63類に該当しない材料については、繊維
を含むか否かを問わず考慮しない」旨の規定有

言い換えれば・・・
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（８） プルオーバー（日アセアンＥＰＡ）



「関税分類を決定する構成部分」とは？

61 類～63 類 衣類における「関税分類を決定する構成部分」の解釈について

衣類における「関税分類を決定する構成部分」は、原則として、産品の表側の
生地（袖裏、襟の折り返し部分等着用した際外部から見えない部分を除くものと
し、衣類の身頃等に装飾的効果をもたせるための加工（例えば、ひだ付け）を施
したため外部から見えにくくなった部分は含める。）に占める面積が最も大きい構
成材料から成る部分とする。この場合において、産品が属する号（HS６桁）に規
定する材料から成る部分の面積の合計を、一の構成部分の面積として考慮する。

また、上半身用の衣類において、裏側の生地（裏地）が全面に張られており、
かつ、その全周が表側の生地に縫い付けられている場合にあっては、上記で選択
された表側の生地に加え、当該裏地部分を「関税分類を決定する構成部分」とする。

【対象となる協定等】
シンガポール協定、メキシコ協定、マレーシア協定、チリ協定、タイ協定、
インドネシア協定、ブルネイ協定、アセアン包括協定、フィリピン協定、
ベトナム協定、ペルー協定、ＴＰＰ１１協定、日英協定

原産地規則解釈例規の制定について（平成26年6月13日 財関第598号）
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（８） プルオーバー（日アセアンＥＰＡ）



第61類及び第62類における物品の
所属の決定に関する基本的な考え方

類（2桁）
生地が編物
か織物か？

第61類：ニット衣類
第62類：それ以外
の衣類

項（4桁） 形状は？
衣類、衣類附属品、
用途による分類

号（6桁）
構成する繊
維の種類
は？

材質による分類

【参考】
国内細分
（9桁）

ししゅう／
レース／模
様編み､毛
皮の有無等

装飾、特徴等に
よる分類

・ ニット生地
・ プルオーバー
・ 人造繊維製

「産品が属する号（HS６桁）」について

第6110.30号
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（８） プルオーバー（日アセアンＥＰＡ）



人造繊維製のニットから
成るプルオーバー

第6110.30号

③合成繊維製の織物
（表側の生地に占める面
積割合：15％）
（第54.07項）

①合成繊維製のニット
（表側の生地に占める面
積割合：75％）
（第6006.32号）

ベトナム

インド

中国

関税分類を決定する構成部分は①～④のうちどれか？

④縫糸（第54.01項）

中国②再生繊維製のニット（表
側の生地に占める面積割
合：10％）（第6001.22号）

カンボジア
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（８） プルオーバー（日アセアンＥＰＡ）



②再生繊維製のニット（表側の生地
に占める面積割合：10％）

「産品が属する号（HS６桁）に規定する材料から成る部分の面積の合計を、一の構成部分の
面積として考慮する。」（解釈例規）

産品が属する号
＝第6110.30号

①＋②人造繊維製のニット（表側の生
地に占める面積割合：85％）

①合成繊維製のニット（表側の生地
に占める面積割合：75％）

③合成繊維製の織物（表側の生地
に占める面積割合：15％） 67

（８） プルオーバー（日アセアンＥＰＡ）



人造繊維製のニットから成るプルオーバー

第6110.30号
④縫糸（第54.01項）

中国

②再生繊維製のニット（表側の生地
に占める面積割合：10％）
（第6001.22号）

③合成繊維製の織物（表側の
生地に占める面積割合：15％）
（第54.07項）

①合成繊維製のニット（表側の生地
に占める面積割合：75％）
（第6006.32号）

ベトナム

インド 中国

産品が属する号（ニット・人造繊維製）に規定する材料からなる部分
＝表側の生地に占める面積が最も大きい構成材料から成る部分
→①合成繊維製のニットと②再生繊維製のニット

「関税分類を決定する構成部分」は
①合成繊維製のニットと②再生繊維製のニットとなる

カンボジア
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（８） プルオーバー（日アセアンＥＰＡ）



プルオーバー
③織物（第54.07項）

④縫糸（第54.01項）

日アセアンＥＰＡ品目別規則 第61.10項 ：
CC（第50.07項、第51.11項から第51.13項までの各項、第52.08項から第52.12項までの各項、第
53.09項から第53.11項までの各項、第54.07項、第54.08項、第55.12項から第55.16項までの各項又
は第60類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが１又は２以上の締約
国において完全にメリヤス編みされ、又はクロセ編みされる場合に限る。）

中国

①ニット（第6006.32号）

ベトナム

②ニット（第6001.22号）

インド

「関税分類を
決定する構成
部分」以外は
品目別規則を
考慮する必要
はない。

第6110.30号

カンボジア
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（８） プルオーバー（日アセアンＥＰＡ）



プルオーバー

日アセアンＥＰＡ品目別規則 第61.10項 ：
CC（第50.07項、第51.11項から第51.13項までの各項、第52.08項から第52.12項までの各項、第
53.09項から第53.11項までの各項、第54.07項、第54.08項、第55.12項から第55.16項までの各項又
は第60類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが１又は２以上の締約
国において完全にメリヤス編みされ、又はクロセ編みされる場合に限る。）

第6110.30号

250g

③織物（第54.07項）

④縫糸（第54.01項）

①ニット（第6006.32号）

②ニット（第6001.22号）

ベトナム

インド

中国

重量が製品重量の10％以下の場合、 僅少
の非原産材料の規定により、救済可能

「関税分類を
決定する構成
部分」以外は
品目別規則を
考慮する必要
はない。

20g
250g

≦10%＝8％
僅少
適用

カンボジア

20g
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（８） プルオーバー（日アセアンＥＰＡ）
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【参考】 ＲＣＥＰについて



➢ 本協定は、世界のGDP、貿易総額及び人口の約３割、我が国の貿易総額

のうち約５割を占める地域の経済連携協定

➢ 地域の貿易・投資の促進及びサプライチェーンの効率化に向けて、市場ア

クセスを改善し、発展段階や制度の異なる多様な国々の間で知的財産、電

子商取引等の幅広い分野のルールを整備

意 義

ASEAN１０か国
（ブルネイ、カンボジア、インド

ネシア、ラオス、マレーシア、

ミャンマー、フィリピン、シンガ

ポール、タイ、ベトナム）、

日本、中国、韓国、豪
州及びニュージーラン
ド

■人口

22.7億人（2019年）

（世界全体の約３割）

■GDP

25.8兆米ドル(2019年)

（世界全体の約３割）

■貿易総額（輸出）

5.5兆米ドル(2019年）

（世界全体の約３割）

➢ 2012年11月、RCEP交渉立上げを宣言

➢ 2013年5月以降、31回の交渉会合、19回の閣僚会合、４回の首脳会議を開

催

➢ 2020年11月、第４回RCEP首脳会議の機会に署名

経 緯

※ インド（2019年11月以降交渉不参加）については、復帰を働きかけたが、昨年の署名に不参

加。協定は、発効日からインドによる加入のために開かれている旨規定（インド以外の国は

発効後18か月を経過した後にのみ加入可）。また、インドの将来的な加入円滑化や関連会

合へのオブザーバー参加容認等を定める15か国の閣僚宣言を発出。

対 象 分 野

参 加 国

物品の貿易／原産地規則／税関手続及び貿易円滑化／衛生植物検疫措置／任意規格、強制規格

及び適合性評価手続／貿易上の救済／サービスの貿易／自然人の一時的な移動／投資／知的財

産／電子商取引／競争／中小企業／経済協力及び技術協力／政府調達／紛争解決 等

出所：外務省 72

地域的な包括的経済連携協定（RCEP)



第Ａ節（原産地規則）

〈原産品〉

①完全生産品、②原産材料のみから生産される産品、又は③ＰＳＲを満たす産品（産品に応じて関税分類変更基準や付加価
値基準等のいずれかを満たす産品）は、RCEPにおける原産品となる。

〈累積〉

原産材料の累積を採用（域内他国の原産品を自国の原産材料とみなすモノの累積）。生産行為の累積は、全署名国による発
効後、検討を行う義務を規定。

第Ｂ節（運用上の証明手続）

〈特恵要求手続（証明制度）〉

第三者証明、認定輸出者による自己申告及び輸出者又は生産者による自己申告による制度が採用されている（輸出者又は生
産者による自己申告の実施には猶予期間あり）。

なお、日本への輸入については、輸入者による自己申告も含まれる。また、連続する原産地証明も採用されている。

〈確認手続（検証）〉

輸入国税関は、輸入された産品が原産品であるかどうかを確認するため、①輸入者への情報提供の要請、②輸出者・生産者

への情報提供の要請、 ③輸出国の発給機関又は権限ある当局への情報提供の要請、④輸出者・生産者の施設への訪問
（要：輸出国当局等の同意）などを行うことができる旨、規定されている。

品目別規則（ＰＳＲ）（附属書三A）

産品に応じた関税分類変更基準や付加価値基準等の原産地基準（原産品となるための要件）が設定されている。

必要的記載事項（附属書三B）

原産地証明書又は原産地申告（自己申告）における必要的記載事項が規定されている。

➢ RCEP協定における関税の特恵待遇（RCEP税率）は、RCEP締約国の原産品にのみ適用される
➢ RCEP原産地規則章は、原産品の定義（原産地基準）やRCEP税率適用のための申告手続（原産地

手続）等を定めており、（１）第Ａ節（原産地規則）、（２）第Ｂ節（運用上の証明手続）、及び（３）品目
別規則（PSR: Product-Specific Rules）等の附属書で構成されている
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RCEP原産地規則の概要



○RCEPでは「国原産品」の考え方を採用（日ASEAN協定と同じ）

例えば、RCEPの一締約国（日本又は豪州）で生産された産品は「日本原産品」又
は「豪州原産品」となり、原産性の判断は締約国単位で行われる

RCEP域内

RCEP：日本原産品
CPTPP：CPTPP

原産品

日本で
生産され
た冷蔵庫

CPTPP域内豪州で
生産され
た冷蔵庫

RCEP：豪州原産品
CPTPP：CPTPP

原産品

CPTPPは「協定原産品」の考え方を採用。一又は二以上の締約国で生産された「CPTPP協
定上の原産品」と考える（どの国の原産品かは決まらない）＝締約国域内を一つの国・領域と
みなす。

CPTPP原産品

中国原産品
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RCEP締約国原産品について



RCEP協定においては、以下のすべての原産地証明が採用されている。

(a) 発給機関により発給された原産地証明書 （第3.17条）
(b) 認定された輸出者による原産地申告（第3.18条）
(c) 輸出者又は生産者による原産地申告※1 （第3.18条）

※1 一定の猶予期間が認められている （発効から10年以内（カンボジア、ラオス、ミャンマーは20
年以内）に導入、ただし10年を限度に延長可）。

注 輸入者による原産地申告 （日本への輸入のみ） ※2
※2 日本以外の締約国における「輸入者による原産地申告」の導入については、全ての署名国
による協定発効後に検討することとなっている。

➢ いずれの証明制度も輸入時に利用可能。ただし、(c) 輸出者又は生産者による自己申
告に基づく特恵の要求は、輸出締約国において当該制度を採用している場合に限る。

日本への輸入

➢ 輸入者自己申告を除くいずれの証明制度も輸出時に利用可能。ただし、 (c) 輸出者又
は生産者による自己申告の作成は、輸入締約国において当該制度を採用している場
合になる見込み。

日本からの輸出
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原産地証明



○RCEP原産地規則章では、原産品の定義（原産地基準）や
RCEP税率の申告手続（原産地手続）等を定めている。

必要的記載事項（附属書三Ｂ）
・原産地証明書又は原産地申告（自己申告）における必要的記
載事項が規定。

・当該税率差ルールに規定するRCEP原産国について、必要的
記載事項として定められている。

税率差ルールの概要（RCEP第2.6条）

（１）基本ルール
RCEP原産国は、RCEP原産地規則章の規定に従って原産品の資格を取得した締約国とする。ただし、原産材料の

みからなる産品の場合は、輸出国で軽微な工程以外の生産工程が行われた場合に限る。

（２）特定の品目についての特別ルール

輸入国が自国の譲許表の付録に掲げる特定の原産品（日本は100品目を記載）に関しては、輸出国における付加
価値20%を満たした場合にのみ、輸出国がRCEP原産国となる。

（３）補完的ルール
上記（１）、（２）で原産国が確定しない場合、合計して最高価額の原産材料を提供した締約国がRCEP原産国となる。

（４）輸入者の選択によるルール
上記（１）～（３）に関わらず、輸入者は、生産に関与した締約国又は全ての締約国の中で最高税率を選択可能。

※日本の譲許表において、適用される関税率が締約国によって異なる品目は2,722品目。
（参考）CPTPP：62品目（木材、合板、合金等）

税率差ルール適用のイメージ

対韓国関税率10%

対ベトナム関税率0%

（韓国）
（ベトナム）

（日本）
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RCEPにおける税率差

https://dl.technics-goods.info/dl2.php?src=https://1.bp.blogspot.com/-Wm1exyFN8qU/U-8FbmIaf6I/AAAAAAAAkrc/n3UwdnG2FA0/s800/jam01_strawberry.png&title=いろいろなジャムのイラスト%20かわいいフリー素材集%20いらすとや&key=ODgwMTIx
https://thirdgog.blogspot.com/2020/01/blog-post_836.html
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参考例. HSコード:640212.090 スノーボードブーツ
【譲許内容】
対ASEAN・豪・NZ・・・16年目撤廃、対中国・・・21年目撤廃、対韓国・・・除外

参考例. HSコード:570110.000 じゅうたん（羊毛製又は繊獣毛製のもの）
【譲許内容】
対ASEAN・豪・NZ、韓国・・・無税、 対中国・・・11年目撤廃

RCEP協定における税率差の品目例



輸入者等
回答

（文書は原則30日以内）

照会

●事前教示制度とは、貨物の輸入をお考えの方やその他の関係者が、税関に対して、輸入の前に、
輸入を予定している貨物が原産地規則を満たしているかどうか（協定の適用・解釈等）についての
照会を文書により行い、税関から文書により回答を受けることができる制度です。

●輸入を予定している貨物の原産地、各協定のEPA税率（特恵関税）の適用の可否等を事前に知
ることができ、（適用される税率が事前に分かることから）輸入にかかる費用等の計画が立てやすくな
ります。

●貨物が実際に輸入される際の輸入通関では、事前教示によって、既にその貨物の取扱い（原産
地）が確定していることから、迅速な申告、貨物の早期の受取りができるようになります。

●税関が発出した回答（教示）の内容については、最長３年間、税関が輸入申告を審査する際に
尊重されます（法律改正等により取扱いの変更があった場合等を除く）ので、恒常的に同じ貨物を
輸入する場合には、安定的な取扱いが確保されます。

※口頭やＥメールによる事前教示の照会（文書による事前教示の照会に準じた取扱いに切り替えた場合を除く。）
の場合には、輸入申告の審査の際に尊重される取扱いは行われませんのでご注意ください 。

※材料の調達先や価額等、原産性の判断に影響を与える情報に変更があった場合には、事前教示の取り直しが必
要な場合があります。

税関

事前教示制度をご利用ください
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事前教示制度



特恵税率適用に関する

「事後確認」の実施について

○「事後確認」とは、経済連携協定又は一般特恵関税制度の下で、特恵税率を適用して輸入申告された貨物
について、各経済連携協定及び関税関係法令の規定に基づき、輸入通関後にその貨物が相手国の原産
品であるか否かについての確認を行うことをいいます。

○輸入者に対する事後確認は、原則として、書面による情報提供要請により実施されます。
税関は、輸入者から提出された資料等に基づき、輸入申告された貨物が相手国の原産品であるか否かを
確認します。

○輸入者からの回答によって、税関が原産品であることを確認できた場合には特恵関税の適用が是認され
ます。一方、輸入者が回答をしない場合や不十分な情報の提供しかない場合には、特恵税率の適用が否
認されることがあるためご注意ください。

さらに、回答内容によっては、税関から取引相手である輸出者や発給機関に対し情報提供要請や現地へ
の訪問検証を行うこともあります。

○以上の結果、輸入申告された貨物が原産品であることを確認できない場合には、特恵税率の適用が否認

されることとなり、また、事案の内容に応じて、過少申告加算税等の対象にもなります。

事後確認
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ＥＰＡのオンライン相談



各税関原産地規則担当部門連絡先

原産地規則・関連する税関手続について
ご質問等があればお気軽にお問い合わせください。

税関 電話番号 メールアドレス

函館税関業務部原産地調査官 0138-40-4255 hkd-gyomu-gensan@customs.go.jp

東京税関業務部首席原産地調査官 03-3599-6527 tyo-gyomu-origin@customs.go.jp

横浜税関業務部原産地調査官 045-212-6174 yok-gensanchi@customs.go.jp

名古屋税関業務部原産地調査官 052-654-4205 nagoya-gyomu-gensanchi@customs.go.jp

名古屋税関清水税関支署原産地調査官 054-352-6114 nagoya-shimizu-gensanchi@customs.go.jp

大阪税関業務部首席原産地調査官 06-6576-3196 osaka-gensanchi@customs.go.jp

神戸税関業務部首席原産地調査官 078-333-3097 kobe-gensan@customs.go.jp

門司税関業務部原産地調査官 050-3530-8369 moji-gyomu@customs.go.jp

長崎税関業務部原産地調査官 095-828-8801 nagasaki-gensanchi@customs.go.jp

沖縄地区税関原産地調査官 098-943-7830 oki-9a-gensanchi@customs.go.jp
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カスタム君

ご清聴ありがとうございました。
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